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第 1 節   消防防災の科学技術の研究・開発 

 

 

 

研究・開発の推進 

 

消防庁では、安心・安全な社会の実現に向けて、

実用化を目的とした研究開発を一層推進することに

より、その成果が消防防災分野における社会システ

ムの高度化に大きく貢献することを基本方針とし、

我が国唯一の消防防災に関する国立研究機関である

消防研究センターを中心に関係者の一層の連携を図

っている。 

 

１．消防庁における当面の重点研究開発目標 

今後発生が予測されている南海トラフ地震や首都

直下地震をはじめとする地震災害に備えるとともに、

近年相次いで発生している集中豪雨、台風等の自然

災害がもたらす被害を軽減するため、消防防災の科

学技術を活用した対応策の検討はますます重要とな

っている。さらに、高齢化・人口減少に代表される

社会構造の大きな変化、エネルギー事情の変化等、

消防を取り巻く環境の変化や課題に科学技術の側面

から的確に対応するため、関連する研究・開発の一

層の推進が必要となってきている。 

 消防庁では、政府方針等を踏まえ、ICT やロボッ

ト技術等の先端技術を活用した新たな装備・資機材

の開発・改良や消防法令上の技術基準等の確立に資

する当面の重点研究開発目標について、成果達成に

向けた研究開発を推進することとしている。（第 6-

1 表） 

 

２．消防研究センター 

 消防庁における消防の科学技術の研究・開発は、

消防研究センターを中心として実施している。消防

研究センターの前身である消防研究所は、昭和 23年

（1948 年）に国家消防庁の内局として設立されたが、

平成 13年４月１日、中央省庁等改革の一環として、

独立行政法人消防研究所となった。その後、危機管

理機能の強化及び行政の効率的実施の観点から、消

防庁に統合・吸収する方針が決定（平成 16年 12 月

24 日閣議決定）され、「独立行政法人消防研究所の

解散に関する法律」（平成 18年法律第 22号）に基

づき、平成 18年４月１日に廃止、消防研究センター

として消防庁に戻り、現在に至っている。この間一

貫して、消防行政及び消防職団員の活動を科学技術

の面から支えることを目的とした研究・開発を行っ

ている。 

 

３．消防防災科学技術研究推進制度 

消防防災に関する課題解決のため、産学官の研究

機関等を対象とした革新的かつ実用的な技術の育

成・利活用を目的として、提案公募の形式により、

研究開発内容に高い意義が認められる提案者に対し

て研究開発を委託する「消防防災科学技術研究推進

制度」（競争的資金制度）を平成 15年度に創設して

いる。本制度では、火災等災害時において消防防災

活動を行う消防本部等のニーズ等が反映された研究

開発課題や、「科学技術イノベーション総合戦略

2017」（平成 29年 6月 2日閣議決定）等の政府方針

に示された目標達成に資する研究開発課題に重点を

置き、消防本部が参画した産学官連携による研究開

発を推進している。 

 

４．消防機関における研究開発 

 消防防災の科学技術に関する研究開発については、

消防機関の研究部門等においても、消防防災活動や

防火安全対策等を実施する上で生じた課題の解決や

火災原因の調査に係る調査・分析等を積極的に実施

している。 
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第 6-1 表 消防庁における当面の重点研究開発目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防研究センターにおける研究開発等 

 

 消防研究センターでは、消防の科学技術に関する

様々な研究開発のほか、消防法の規定に基づき消防

庁長官による火災原因調査及び危険物流出等の事故

原因調査も行っている。 

 また、これらの研究開発及び調査により蓄積して

きた知見を活用して、消防本部に対する技術的助言

や緊急時の消防活動支援にも積極的に取り組んでい

る。 

 

１．消防防災に関する研究 

 消防研究センターでは、近年増大しつつあるコン

ビナート施設での災害や、南海トラフ等の大規模地

震、大津波といった従来の想定を超える大規模災害

に備えるため、以下に掲げる五つの課題について研

究開発を行っている（第 6-2 表）。東日本大震災で発

生した化学プラント施設での火災により、新たな消

防用ロボットのニーズが高まったことから、平成 26

年度から災害対応のための消防ロボットの研究開発

を実施するとともに、平成 28年度から、今後発生が

危惧されている南海トラフ地震や首都直下地震への

対応を念頭に、消防防災の科学技術上の課題を解決

するための研究開発に取り組んでいる。 

 

（１）消防ロボットシステムの研究開発 

ア 背景・目的 

 平成 23年３月に発生した東日本大震災において、

千葉県市原市の石油コンビナートで大規模な爆発が

発生した。平成 24年９月には、兵庫県姫路市におい

て化学プラント爆発火災事故が発生し、消防職員を

含む 36人が負傷し、消防職員１人が殉職した。この

ように、石油化学コンビナートにおける大規模・特

殊な災害時には、消防隊員が災害現場で活動するこ

とは極めて危険であり、困難と言える。しかしなが 

（１）  ＩＣＴやロボット技術等の先端技術を活用した新たな装備・資機材の開発・改良

　①ＩＣＴを活用した災害対応のための消防ロボット技術

     ◆未来投資戦略2017－Society 5.0の実現に向けた改革－（平成29年６月９日閣議決定）

        ・エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロボットの設計、部分試作及び性能検証に基づき、単体ロボットの1次試作を完
         了（2017年３月）、実戦型消防ロボットシステムの開発・完成（2017年度～2018年度）、順次導入・高度化（2019年度）

　　◆科学技術イノベーション総合戦略2017（平成29年６月２日閣議決定）

 　　　・災害時にも適用できる次世代社会インフラ用ロボットの研究開発

　　◆ 世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成29年５月30日閣議決定）

 　　　・災害状況を観測·分析し、消火等の消防活動を自律的に行う消防ロボットシステムの実現に向けて、平成30年度末までに実戦
         配備可能なロボットシステムを完成し、準天頂衛星の稼働等に対応し消防ロボットシステムの高精度化等を推進。

　②地理空間情報（Ｇ空間情報）を活用した避難誘導や消火活動のためのシミュレーション技術

　　◆科学技術イノベーション総合戦略2017（平成29年６月２日閣議決定）

 　　　・収集した情報を活用した意思決定可能な災害予測シミュレーション技術の開発

　　◆ 世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成29年５月30日閣議決定）

　　　・ 市街地延焼火災対策のためには、地域ごとの火災リスク評価にもとづき、火災防ぎょ計画の検討やその訓練を可能とすること
         が必要。平成31年度までに日本全国における地域ごとの延焼リスクの評価と定量化を可能とするシステムを開発し、平成32
         年度までに火災延焼シミ レーションを100以上の自治体の消防本部に導入。
　　　　地域ごとの延焼リスクに基づいた市街地延焼火災対策により、例えば、市街地大火の発生や拡大を抑止することで、安全·安
        心な国民生活を実現。

　③次世代救急自動車の研究開発
　　◆科学技術イノベーション総合戦略2017（平成29年６月２日閣議決定）
 　　　・「次世代医療ＩＣＴ基盤」の構築の推進

　　◆ 世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成29年５月30日閣議決定）

　　　・現場到着時間·病院収容時間の延伸防止等を図るため、ビッグデータ、G空間情報等の最新技術を利用した次世代救急車等の
        研究開発を実施。平成32年度までに「救急自動車最適運用システム」と「乗員の安全防御システム」を完成。

（２） 消防法令上の技術基準等の確立
　①水素ステーションに係る安全性評価技術

　　◆科学技術イノベーション総合戦略2017（平成29年６月２日閣議決定）

　　　・水素・エネルギーキャリアの製造・貯蔵・輸送・利用技術等のエネルギーキャリアに係る開発・実証

　②石油タンクの地震・津波時の安全性向上技術

　　◆科学技術イノベーション総合戦略2017（平成29年６月２日閣議決定）

　　　・地震・津波発生時における石油タンクなどの重要インフラ設備や沿岸域の重要施設の災害・事故対策、消火技術に関する開発
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第 6-2 表 消防研究センターにおける研究開発課題 

(1) エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロボットシステムの研究開発（H26～H30） 

  大規模地震発生時の石油コンビナートにおける特殊な災害では、災害現場に近づけない等の課題があるため、G 空間×ICT を活用して安全

な場所からの情報収集、放水等が可能な消防ロボットシステムを研究開発する。 

(2) 次世代救急車の研究開発（H28～H29） 

  2020 年東京オリンピック･パラリンピック等において、外国人来訪者に適切に対応するとともに、東日本大震災、広島市土砂災害、火山災

害等を踏まえて、救命率向上・安全管理を図ることができるよう、最新技術やビッグデータ、G 空間×ICT 等を利用した「次世代救急車」を

研究開発する。 

(3) 災害時の消防力・消防活動能力向上に係る研究開発（H28～H32） 

  南海トラフ地震、首都直下地震の発生に備え、災害時の消防活動能力を向上させるための技術を研究開発する。 

ア 災害現場対応の消防車両  

イ 安全で迅速に土砂災害現場で救助活動をするための研究 

ウ 大規模地震災害時の同時多発火災対策に関する研究 

エ 広域火災における火災旋風･飛火による被害の防止に向けた研究 

(4) 危険物施設の安全性向上に関する研究開発（H28～H32） 

  産業・エネルギー施設の強靭化のため、石油タンクの地震被害予測、石油タンク火災の泡消火技術、貯蔵化学物質の火災危険性評価の研究

開発を行う。 

ア 石油タンクの入力地震動と地震被害予測の高精度化のための研究 

イ 泡消火技術の高度化に関する研究 

ウ 化学物質の火災危険性を適正に把握するための研究 

(5) 火災予防と火災による被害の軽減に係る研究開発（H28～H32） 

  有効な火災予防対策が行えるよう、火災原因調査能力の向上に関する研究開発を行うとともに、建物からの効果的な避難に関する研究開発

を行う。 

ア 火災原因調査の能力向上に資する研究  

イ 火災時における自力避難困難者の安全確保に関する研究 

 

ら、災害の拡大を抑制できなければ、危険な領域が

拡大し、近隣地域へ影響を及ぼす。さらには、石油

化学プラントは社会的基盤として重要な施設である

ため、災害発生後の復旧の遅れにより、石油化学製

品の供給が滞り、市民生活に影響を及ぼすこととな

る。 

 大規模・特殊な災害に対して消防活動を行う手段

としては、ロボットの利用が考えられる。これまで

に研究開発されてきた消防ロボットは、遠隔操縦に

より稼働し、１台で完結しているタイプであった。

遠隔操縦によってロボットを稼働させるには、操縦

者とロボット間の通信距離に限度があり、大規模・

特殊な災害においては安全な距離の確保が難しいと

いう問題があった。加えて、災害状況の把握と対応

を１台のロボットで対処することは困難である。 

 そこで消防庁では、このような災害においても、

自律技術により安全な場所からロボットを稼働させ

ることができ、複数のロボットが協調連携し、さら

に、高い放射熱に耐えられる性能を備えた消防ロボ

ットシステムの研究開発を進めている。 

 

イ 平成 28年度の主な研究開発成果 

 平成 26 年度から５年計画で進めている消防ロボ

ットシステムの研究開発では、平成 26年度に設計を

行い、平成 27年度には、設計した機構などを部分的

に試作し、その性能を検証するとともに、設計を修

正した。 

平成 28年度は、消防ロボットシステムを構成する

各単体ロボットの試作を行った（第 6-1 図）。左から

飛行型偵察・監視、走行型偵察・監視、放水砲及び

ホース延長の計４機のロボットである。遠隔操縦で

対応可能な災害であれば、運用可能なレベルであり、

既に高度なロボット制御技術である自律機能や連携

機能も一部組み込まれている。基本的な自律機能と

しては、各ロボットともに地図上で経路や目的地を

指定することにより、自律的に飛行ないし走行し移

動できる。 

また、連携機能としては、放水砲ロボットとホー

ス延長ロボットは、画像認識により連携して自動的

に追従走行ができ、ホース延長ロボットは走行状況

に応じて自動的にホースの繰り出し巻き取りができ

る。 

飛行型偵察・監視ロボットは、長時間の活動用に

研究開発したもので、充電時間の短縮も図っている。

また、耐熱性を高めるために放射熱を反射する繊維

で表面を覆っている。 

走行型偵察・監視ロボットは、災害が発生したプ

ラント内を他のロボットに先行して走行するため、
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災害により障害物が飛散している状況も考慮し、車

輪とクローラ（履帯）との２つの走行機構を備え、

切り替えて走行することが可能となっている。 

放水砲ロボットは、国内で想定される最大規模の

石油タンク火災に対して 50m 程度まで接近可能な耐

放射熱性を備え、放水量が毎分 4,000ℓ、放水圧が

1.0MPa、有効最大射程が 80m の新規に開発設計した

ノズルが搭載されている。ホース延長ロボットは、

耐放射熱性を高めた直径 150mm、長さ 50m のホース

を６本、計 300m のホースを積載し、延長することが

可能である。放水砲ロボット及びホース延長ロボッ

トの機構は、液状化した泥地などに強い農業用機械

の機構や部品を採用し、四輪駆動としている。また、

全てのロボットは電動であり、通常のカメラのほか、

熱画像カメラ、可燃性ガス検知器、放射熱計などの

計測器、自律制御や協調連携制御のための GPS、慣

性航法装置、レーザー距離計などのセンサーが搭載

されている。 

 

第 6-1 図 試作した消防ロボットシステムの各単体ロボット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6-2 図 消防ロボットシステム試作機実演公開 
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 完成した試作機は平成 29年４月に、消防大学校に

おいて実演公開した。実演公開では、自律飛行・走

行による偵察、自律・連携走行による放水位置への

部署を行うとともに、静岡市消防局の協力の下、ド

ラゴンハイパー・コマンドユニットのポンプ車から

の送水により、放水の実演も行った（第 6-2 図）。 

 さらに、平成 29年度には、試作機を使用し、複数

の消防本部（静岡市消防局、四日市市消防本部）に

おいて、管内の石油コンビナート等での性能検証試

験も実施し、活動現場での運用を想定した試験評価

を行った。ほかにも石油コンビナート事業者の協力

を得て、石油コンビナートヤードでの試験を実施し

た。消防本部等における評価結果を踏まえ、自律や

協調連携技術の完成度を高めた各ロボットの最終設

計を行うとともに、ロボットに搭載されている各種

センサー等から取得した情報を統合し、他のロボッ

トの活動へ生かすための統合指令システムを研究開

発する。最終的には、「自律」及び「協調連携」とい

う高度なロボット技術を導入した実戦配備型の消防

ロボットシステムを研究開発し、平成 30年度に完成

させる計画である。なお、実戦での運用を考慮し、

消防ロボットシステム全体としては、８t 車での搬

送が可能とし、また、連続稼働時間を 10時間として

いる。 

 

（２）次世代救急車の研究開発 

 2020 年東京オリンピック･パラリンピック競技大

会等において、外国人来訪者に適切に対応するとと

もに、ビッグデータ、G 空間情報等の最新技術を救

急車や指令運用システムに活用し、現場到着時間・

病院収容時間の延伸防止や救急車の交通事故防止を

図るため、次の研究開発を行っている。なお、外国

人来訪者への対応に関しては、救急隊用多言語音声

翻訳アプリ「救急ボイストラ」として、特集８「救

急体制の充実」に記載している。 

 

ア 救急車運用最適化 

（ア）背景・目的 

 近年、救急車の現場到着時間・病院収容時間が延

伸している。この延伸防止のため、救急車の需要分

析（通常時、災害時）、最適ルート分析、傷病者情報

分析等により救急車の運用体制を最適化するソフト

の開発を目的としている（第 6-3 図）。また、ITS

（Intelligent Transport Systems： 高度道路交通

システム）の技術などを用いて、走行時間短縮の技

術開発を行っている。 

 

第 6-3 図 運用最適化ソフトのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 救急車の通常時における需要分析を行い、最適運

用案の検討を行った。また、走行時間短縮へ向けて、

救急車周辺の一般車に無線により救急車の接近情報

を伝え、一般車が適切に退避していただくこと等を

目的とした車車間通信技術に関して、その効果の検

討と消防職員へのニーズ調査を行った。 

 

イ 乗員の安全防護 

（ア）背景・目的 

 救急車の交通事故が例年発生しており、これを効

果的に防ぐ手立てが必要である。また、万一の衝突

時も傷病者等を安全に防護することが必要である。

そこで、救急車の走行情報（車車間通信など）を用

いた事故防止技術の開発、及び衝突時の安全防護に

必要な構造・強度等の安全仕様を作成することを目

的としている。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 救急車の事故事例や、ヨーロッパにおける救急車

の衝突安全基準の調査を行った。また、事故防止技

術に関して、車車間通信技術を搭載した救急車等を

用いて、消防職員を対象とした評価実験を行い、安

全防護技術に関するニーズ調査を行った。 

 

（３）災害時の消防力・消防活動能力向上に係る研

究開発 

 南海トラフ地震・首都直下地震や台風・ゲリラ豪

雨等の災害時における、大規模延焼火災や土砂崩れ

等への効果的な消防活動を行うため、次の四つのサ

ブテーマを設け、研究開発を行っている。 
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ア サブテーマ「災害現場対応の消防車両」 

（ア）背景・目的 

 地震や津波によるがれきにより消防車両のタイヤ

がパンクし、消防活動に支障があることが想定され

る。そこで、一般の消防車両用の耐パンク性タイヤ

の研究開発を行うことを目的としている。この研究

成果は、災害現場対応の消防車両開発に活用する予

定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路上のがれき 

 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 消防車両用の走破性タイヤ開発導入に向けて、タ

イヤメーカーへのヒアリングなど最新の走破性タイ

ヤ調査や、消防車両への導入可能性について検討を

行った。 

 

イ サブテーマ「安全で迅速に土砂災害現場で救助

活動をするための研究」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害救助活動 

 

（ア）背景・目的 

 平成 26年広島土砂災害、平成 28年熊本地震等で 

は、要救助者の位置推定、がれきの取除きに伴う二

次崩落のおそれ等から、救助に時間を要した。そこ

で、ドローンなど上空からの画像情報を活用した要

救助者の位置推定技術の開発や、救助現場での安全

ながれき取除き手法の開発を目的としている。これ

により、要救助者の位置の迅速な絞り込みや、救助

活動に伴う二次災害の防止を行うことが可能になる。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

  過去の二次崩落について事例を収集した。また、

土砂災害の発生地において無人航空機を用いた空撮

を行い、撮影準備から解析までの一連の作業に要す

る人、装備及び時間並びに得られた結果の精度につ

いて検証し、消防活動への活用方法について検討し

た（第 6-4 図）。 

 

第 6-4 図 ドローンから撮影した画像を地図として使える解析を行い、地表の“荒さ”を評価して移動の障
害が少ないルートを探索しようとする研究成果の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消
防
防
災
の
科
学
技
術
の
研
究
・
開
発 

 

283 

第 

６ 

章 

 このほか、平成 28年熊本地震による土砂災害の捜

索救助活動現場において、活動場所について危険性

の評価を行い、その管理方法について消防機関、警

察機関及び自衛隊に技術的助言を行った。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 平成 28 年熊本地震により引き起こされた土砂災

害による行方不明者の捜索救助活動現場（写真上部

中央）に対する二次災害の危険性を評価するため、

崩れた崖の周辺の地形と地質を調査している様子 

 

ウ サブテーマ「大規模地震災害時の同時多発火災

対策に関する研究」 

（ア）背景・目的 

 南海トラフ地震や首都直下地震の事前の被害想定

や発生時の活動計画策定に資するため、消防用大規

模市街地火災延焼シミュレーションの改良に関する

研究を行っている。現状のシミュレーションでは火

災の拡大に影響を与える土地の傾斜が考慮されてお

らず、傾斜地を多く有する地域では精度が低いため、

これを解決するための改良を行っている。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 市街地火災延焼シミュレーションの改良に関する

研究に関しては、土地の傾斜を取り入れる手法につ

いて検討を行い、現在利用している延焼時間式と同

等の結果を形態係数から得られる式を求めた。また、

新たな市街地火災延焼シミュレーションモデルの検

証に利用するために、幾つかの斜面地を含む市街地

延焼火災の延焼速度の解析を行った。さらに、広範

囲の延焼被害予測を高速に行えるシミュレーション

モデルを構築するために、経過時間ごとの延焼状況

を 250m メッシュ単位で計算する機能を追加した。 

 これらに加え、従来から開発してきた市街地火災

延焼シミュレーションプログラムについて、平成 28

年 12 月に発生した糸魚川市大規模火災に適用して

精度の検証を行うとともに、複数の消防本部及び自

治体に提供した（第 6-5 図）。 

 
第 6-5 図 糸魚川市大規模火災における検証結果の

画面表示 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

エ サブテーマ「広域火災における火災旋風･飛火に

よる被害の防止に向けた研究」 

（ア）背景・目的 

 南海トラフ地震や首都直下地震では大規模火災の

発生が危惧されているが、火災時の被害を格段に大

きくする火災旋風・飛火には未解明な点が多い。大

規模火災時の被害想定や消防活動計画策定に資する

ため、これらの現象を解明するための研究を行って

いる。火災旋風・飛火の出現を左右する火災周辺気

流の速度場の計測精度向上に関する研究も行ってい

る。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 ａ 「火災旋風の発生メカニズムと発生条件に関

する研究」では、木造密集地を模擬した小型の

木造住宅 19棟を用いた野外実験を平成 27年度

末に行い、平成 28年度に火災周辺気流の解析を

行った。その結果、火災風下地上部の風速は、

同じ高さの風上から風横にかけての風速よりも

大きく、火災からの上昇気流の傾きの増加に伴

って増加する傾向があることが明らかになった。

これは、上昇気流が傾くと、上昇気流中に形成

する旋回気流が火災風下地上部に近づくためで

あるという可能性があることを観測結果より示

した。 

 ｂ 「飛火現象における火の粉の着火性に関する

研究」では、火の粉発生装置による壁面を対象

とした実験を行い、家屋周囲での火の粉の挙

動に関して検討を行った。その結果、風速が
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10m/s になると火の粉が壁面前方に堆積するこ

とが不可能であり、そのため、可燃物等が周囲

に存在しない場合には着火の可能性が低くなる

ことが予測された。また、フェンスがある際の

壁面に対する火の粉による着火性を確認した。

大規模・中規模実験により、風速が火炎伝ぱ速

度に影響を与えていることを示した。 

 ｃ 「火災周辺気流の速度場の計測精度向上に関

する研究」では、画像相関解析等の技術の文献

調査を行い、PIV(Particle Image Velocimetry)

を用いて２次元平面内の速度場計測を目的とし

た基礎実験を実施した。併せて、気流の可視化

方法、画像処理で得られた速度情報と超音波風

速計で得られた情報を同期させることで計測精

度を向上させる方法の検討を進めた。 

 

（４）危険物施設の安全性向上に関する研究開発 

 南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の大地震が

切迫している中で、東日本大震災の経験から、地震

発生後の早期復旧・復興の実現において、石油タン

クなどエネルギー産業施設の強靭化による被害の未

然防止、火災等災害発生時の早期鎮圧と徹底した拡

大抑止が極めて重要視されている。また、火災危険

性に関して知見が少ない物質や一旦火災が発生する

と消火が困難な物質が普及し、石油コンビナート地

域等の危険物施設における火災・爆発事故の発生が

後を絶たないなど化学物質に関する防火安全上の課

題が生じていることを踏まえ、危険物施設の安全性

の向上を目指して、次の三つのサブテーマを設けて

研究開発を行っている。 

 

ア サブテーマ「石油タンクの入力地震動と地震被

害予測の高精度化のための研究」 

（ア）背景・目的 

 南海トラフ地震や首都直下地震の発生時には、石

油コンビナート地域をはじめとする大型石油タンク

立地地点も、極めて大きな短周期地震動及び長周期

地震動に見舞われるおそれがあることが予測されて

おり、これらの大きな揺れによる石油タンクへの影

響が懸念される。 

 一方、東日本大震災等過去の地震時の事例から、

石油タンクに対する実効性のある地震被害予防・軽

減対策や、災害拡大防止のための地震時応急対応の

基礎となる石油タンクの地震時の被害予測が、現状

では十分な精度でできないことが明らかになった。 

 本研究では、石油タンク地震時被害予測の高精度

化を目指して、石油タンク被害発生条件と相関の高

い短周期地震動の性状を探求するとともに、石油コ

ンビナート地域の長周期地震動特性のピンポイント

把握のための実務的手法を開発し、長周期地震動の

短距離空間較差をもたらす地下構造中の支配的要因

を解明することを目的としている。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 平成 28年熊本地震により、大分の石油コンビナー

ト地域の石油タンクの浮き屋根にスロッシングによ

るものと見られる被害が発生したことを受け、現地

調査等により被害発生状況等を詳細に把握し、長周

期地震動と被害発生状況の関係について検討を行っ

た。 

 

イ サブテーマ「泡消火技術の高度化に関する研究」 

（ア）背景・目的 

 石油タンク火災や流出油火災時の消火対応として

は、泡消火が最も有効であるが、その泡消火過程は、

燃料の種類、泡の投入方法、泡消火薬剤の種類、泡

性状が関与する極めて複合的な現象であるため、泡

消火性能の定量的な評価は、極めて難しく、大規模

石油タンク火災等に対する詳細な消火戦術や、より

効率的な泡消火技術の開発まで至っていないのが現

状である。また、国際的動向により、泡消火時の環

境負荷低減も考慮しなければならず、早期火災鎮圧

及び環境負荷が低いフッ素フリー泡消火薬剤におけ

る適切な使用方法等の課題が残されている。 

 本研究では、これまで検討を続けてきたフッ素含

有及びフッ素フリー泡消火薬剤の泡性状に対する消

火効率の検討に加え、石油タンク内の油種の違いや

泡の投入方法、また石油タンク火災規模に対する、

各消火効率の検討も併せて行い、フッ素フリー泡消

火薬剤代替時の泡供給率を定量的に示すことを目的

としている。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 石油タンク内の油種（ノルマルヘプタン、ガソリ

ン、灯油、軽油、A重油）の違いによる、フッ素含有

及びフッ素フリー泡消火薬剤に対する消火性能の検

討を行い、各種燃料の泡消火性能を定量的化するた

めの検討を行った。最も消火効率の高い泡性状にお

いても、燃料の種類によって泡消火性能は大きく異

なることを明らかにした。 
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ウ サブテーマ「化学物質の火災危険性を適正に把

握するための研究」 

（ア）背景・目的 

 化学物質の火災を予防するためには、多岐に及ぶ

化学物質の火災危険性を適正に把握し、火災予防・

被害軽減対策を立案しておくことが重要である。し

かしながら、消防法等を含む従来の火災危険性評価

方法では、加熱分解、燃焼性、蓄熱発火及び混合等

に対する危険性評価が困難で不十分な場合がある。 

 本研究では、化学物質及び化学反応について、現

在把握できていない火災危険性を明らかにするため

に、適正な火災危険性評価方法を研究開発すること

を目的とする。熱量計等を用いて得られる温度及び

圧力等を指標として、分解、混合及び蓄熱発火危険

性を定量的に評価する方法を検討し、開発する。ま

た、燃焼速度、燃焼熱及び発熱速度等を指標とした

燃焼危険性を評価する方法を研究開発する。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 有機過酸化物等の分解危険性について、温度、熱

の発生速度及び圧力を同時に測定する危険性評価方

法を考案した。液体の有機過酸化物について、気相

中における酸化による分解と液相中の熱分解が、火

災危険性評価に影響を与えることがわかった。また、

金属粉等の燃焼危険性について、試料内部の温度上

昇と燃焼速度を指標として火災危険性を評価する装

置を試作した。 

 

（５）火災予防と火災による被害の軽減に係る研究

開発 

 我が国における火災件数は年間４万件前後で推移

し、死者数は年間約 1,500 人の被害となっている。

火災による被害の軽減のためには、建物からの出火

防止や出火建物からの逃げ遅れの対策、特に自力避

難困難者の出火建物からの迅速な避難が重要である。

これらのことを踏まえ、次の二つのサブテーマを設

け、５年間の計画で研究開発を行っている。 

 

ア サブテーマ「火災原因調査の能力向上に資する

研究」 

（ア）背景・目的 

 効果的に火災を予防するためには、消防機関が火

災原因を調査し、その結果を予防対策に反映してい

くことが必要である。しかしながら、火災現場では

経験的な調査要領に基づくことが多く、静電気着火

や爆発、化学分析等のように専門的な知見や分析方

法を必要とする分野では、消防機関が利用可能な技

術マニュアルの整備がなされていない。このことか

ら、有効な火災予防対策が行えるよう、a 着火性を

有する静電気放電の特性の把握、b 火災現場での試

料の採取・保管方法及びデータ解析手法に関する指

針の作成、c 煤の壁面付着状況の観察に基づく煙の

動きの推定、d 火災現場における爆発発生の判断指

針に関する技術マニュアルを作成することを目的と

した火災原因調査能力の向上に関する研究開発を行

っている。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 ａ 着火性を有する静電気放電の特性の把握 

 絶縁物からの放電により可燃性混合気が着火

するかどうかについて検証するために、布など

を想定したシート状の絶縁物からの放電エネル

ギーを計測するための測定系の検討を行った。

絶縁物からの放電は、放電前後の絶縁物の表面

電位を測定するだけではエネルギーの計算がで

きないことから、放電時の電流波形をとらえる

ことで放電エネルギーを計算することが可能な

測定系を試作した。絶縁物を強制的に帯電させ

るためのイオン発生器や球電極、高周波電流プ

ローブ、デジタルオシロスコープなどを用い、

放電時の電流波形を記録可能とした（第 6-6図）。 

 

第 6-6 図 放電エネルギーを計測するための計測装
置（模式図） 

     

 

 

 

 

 ｂ 火災現場での試料の採取・保管方法及びデー

タ解析手法に関する指針の作成 

 機器分析のために採取する現場試料について、

分析機器のデータに影響を及ぼさない採取方法、

また分析機器に導入するまでに変質・変化させ

ない試料の保管方法に関して検討を行い、現場

調査時に各調査員が実施できる指針としてマニ

ュアルの作成、現場活動時に使用しやすい採取

キットの作成を目的とする。さらに、分析機器

で採取試料を検査する際に、どのような機器を

用いれば何がわかるのか、機器のデータはどの
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ように解釈するのかを一般に使用される数種類

の機器ごとにデータとともに示し、過誤の無い

結果を導くための理論的裏付けを示し、技術の

向上を図ることを目的とする。 

 そのために、ガスクロマトグラフ分析におい

て、灯油濃度の検出への影響、燃焼した灯油の

成分組成変化について検討した。その結果、灯

油の検出できる最低限度の濃度は 0.01g/ℓ 程度

であり、0.01～100g/ℓ の濃度範囲で安定したピ

ーク面積比を与えることがわかった。また、直

接灯油をかけた雑巾より、その下の砂の方が高

い強度で灯油を検出できた。さらに、同一灯油

量の条件では、燃焼による灯油の変化は燃焼時

間の影響が大きく、燃焼時間が長いほど、低沸

点成分は揮発し、ピーク面積の最大値は大きく

高沸点成分側にシフトした。 

 ｃ 煤の壁面付着状況の観察に基づく煙の動きの

推定 

 煤の壁面付着状況を調べるための実験装置

（実験区画）を作成した。火災実験後に煤の壁

面付着状況を撮影、観察できるように、一部の

側壁は取り外し可能な交換壁（石膏ボード）と

し、実験データ取得のためのガス温度計測のた

めの熱電対や発熱速度計測のための重量計を設

置した。 

 ｄ 火災現場において、どのような爆発があった

か判断するためのマニュアルの作成 

 消防機関が、化学工場で爆発があったらしい

という通報を受けて出動し現場に到着した際に、

施設が激しく壊れており大きな音がしたという

証言があれば、爆発があったと判断できる。し

かし、現場に到着したときには火災が見えず、

施設の一部に破壊の跡が発見されたのみであっ

た場合、破壊の原因は爆発かどうかの判断が容

易にできないことがある。また、現場に到着し

たときには火災を発見したが、火災のみでは説

明できない破壊の跡が施設の一部にあった場合、

爆発を起点とする火災なのかどうか容易に判断

できないことがある。このように、小規模な爆

発が発生し、施設の一部のみが破壊されると、

爆発があったかどうか容易に判断できないこと

がある。爆発があったかどうかを判断し、爆発

があったとしたらどの程度の規模かを推定する

ためには、何を見たらよいか、どこを見たらよ

いかを示す消防機関向けのマニュアルを作成す

る。そのために、過去の事故事例を参考にして、

小規模な爆発実験を行った。 

 低引火点の可燃性液体が建物内に漏えいして

気化し、可燃性予混合気が形成されて着火し、

火炎が伝ぱし、建物が壊れるという想定で、小

規模なガス爆発の実験を行った。実験は横浜市

消防局と共同で行った。金属製のアングルを組 

 

第 6-7 図 火炎の伝ぱする様子 

 

 

 

  

 

        ①電気火花で着火する。               ②火炎が伝ぱする。 

 

 

 

 

 

      ③内圧が上昇し、プラスチック    ④プラスチックシートが破れ、 

      シートが破れ始める。             火炎が外部に噴出する。 
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んで、直方体の枠をつくり、その６面を薄いプラス

チックシートで覆うことにより、内容積約 200ℓ の角

形密閉容器を作成した。容器内をヘキサンと空気か

ら成る可燃性予混合気で満たし、電気火花で着火し、

火炎が容器内を伝ぱする様子を観察した（第 6-7 図）。 

 

イ サブテーマ「火災時における自力避難困難者の

安全確保に関する研究」 

（ア）背景・目的 

 火災における人的被害を軽減するためには、火災

が発生した建物からの迅速な避難が必要であり、特

に、自力避難困難者が在館するグループホームなど

の施設においては、建物個々の構造や設備、在館者

の状態に応じ、きめ細かく避難対策を講じていくこ

とが重要である。これら施設における自力避難困難

者の安全確保のために、火災時避難計画の策定に資

する避難方法の分析や避難介助行動、避難を補助す

る機器の開発を目的とした研究開発を行っている。 

（イ）平成 28年度の主な研究開発成果 

 グループホームや特別養護老人ホーム等、高齢者

福祉施設 10 施設についての避難訓練の状況を調査

し、その方法等から避難時間の短縮が図れると考え

られる事項、効果的な避難活動が行えると思われる

改善事項等を検討した。 

 居室から避難済みであることを示す表示を用いて、

避難後の再確認に活用している施設が全体の２割あ

り、この表示を効果的に活用することで逃げ遅れの

防止や介助者の確認作業の軽減を図れる可能性があ

った。そこで、従来行っていた複数の住宅用火災警

報器を連動鳴動させる技術を適用し、火災報知器連

動でランプが点灯するインジケーターの仕様等を開

発した。 

 自力歩行が困難である入居者を布団にのせたまま

引きずり移動により避難する手法を試みている施設

がみられた。このことから、引きずりの摩擦係数、

材質等を考慮した避難補助器具を開発するため、引

きずりに要する力の大きさを計測する基礎的実験を

行った。 

 

 

２．火災原因調査等及び災害･事故への対応 

（１）火災原因調査及び危険物流出等の事故原因調

査等 

ア 火災原因調査及び危険物流出等の事故原因調査

等の実施 

 消防防災の科学技術に関する専門的知見及び試験

研究施設を有する消防研究センターは、消防庁長官

の火災原因調査及び危険物流出等の事故原因調査

（消防法第 35条の３の２及び第 16条の３の２）を

実施することとされており、大規模あるいは特異な

火災・危険物流出等の事故を中心に、全国各地にお

いてその原因調査を実施している。また、消防本部

への技術支援として、原因究明のための鑑識＊1、鑑

定＊2、現地調査を消防本部の依頼を受け共同で実施

している。 

 平成 27年度から平成29年度＊3に実施した火災原

因調査等は第 6-3 表のとおりである。また、平成 28

年度に行った鑑識は 86件、鑑定は 60件である。 

 主な原因調査は次のとおりである。 

 平成 27 年５月に神奈川県内の簡易宿泊所で発生

した火災（死者 11人、負傷者 17人）においては、

消防庁長官の自らの判断による火災原因調査を行っ

た。 

 平成 27年 10 月に広島県内の飲食店で発生した火

災（死者３人、負傷者３人）においては、消防庁長

官の自らの判断による火災原因調査を行った。 

 平成 28 年４月に秋田県内の合板製造工場で出火

し、工場約 18,000 ㎡を焼損した火災に関して、現地

消防本部の依頼により、火災原因調査を行った。 

 平成 28 年５月に三重県内の伊勢志摩サミット開

催地域に入るためのチェックポイントにおいて、手

荷物検査のためのＸ線検査装置から発生した火災で

は、現地消防本部の鑑識支援の依頼を受け、サミッ

ト期間内であるため即時調査官を派遣し、焼損物件

の鑑識作業を実施した。 

 平成 28 年６月に神奈川県内の原油を貯蔵してい

る 49,000kℓ 屋外タンク浮き屋根上部で出火したも

の。出火当時は定期点検作業中であり、現地消防本

部の依頼により出火原因についての調査を行った。 

 

 
＊１ 鑑識：火災の原因判定のため具体的な事実関係を明らかにすること 

＊２ 鑑定：科学的手法により、必要な試験及び実験を行い、火災の原因判定のための資料を得ること 

＊３ 平成 29年度分は、平成29年８月 31日現在 
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第 6-3 表 火災原因調査及び危険物流出等の事故原因調査の現地調査実施事案一覧（平成 27 年度から平成

29年度*3までの調査実施分） 

No. 調査区分 
出火日 

（発災日） 
場 所 施設名称等 概   要 現地出向者数 

1 
長官調査 

（主体調査） H27.5.17 
神奈川県

川崎市 
簡易宿泊所火災 

木造の簡易宿泊所2棟が全焼し､死者11人､負傷

者17人が発生したもの。 23 人 

2 
長官調査 

（主体調査） H27.10.8 
広島県 

広島市 
飲食店火災 

木造 2 階建ての飲食店が全焼し､死者 3 人､負傷

者 3人が発生したもの。 11 人 

3 依頼調査 H28.4.5 
秋田県 

秋田市 工場火災 
合板製造工場において、製品乾燥装置から出火

し、工場 18,000m2が焼損したもの。 4人 

4 依頼調査 H28.5.25 
三重県 

伊勢市 X線検査装置火災 
伊勢志摩サミットの手荷物検査を実施している

X線検査装置から出火したもの。 4人 

5 依頼調査 H28.6.24 
神奈川県

横浜市 屋外貯蔵タンク火災 

49,000kℓの屋外タンク定期点検中に、何らかの

原因により、タンク浮き屋根上で着火し火災と

なったもの。 

6人 

6 依頼調査 H28.10.15 
静岡県 

静岡市 工場火災 
カーボン電極の製造過程で突然爆発が発生し、

従業員 1人が死亡したもの。 5人 

7 依頼調査 H29.1.18 
和歌山県

有田市 屋外貯蔵タンク火災 

85,000kℓの屋外原油タンクで、内容物を除去し

て清掃する過程において何らかの原因で出火し

たもの。 

7人 

8 
長官調査 

（依頼調査） H29.1.22 
和歌山県

有田市 工場火災 
石油コンビナート中の重質油からワックスを取

り除く工程において火災が発生したもの。 7人 

9 
長官調査 

（主体調査） H29.2.16 
埼玉県 

三芳町 倉庫火災 
延べ床面積約72,000m2の物流倉庫から出火し、

45,000m2を焼損したもの。 10 人 

 

 平成 28年 10 月に静岡県内で発生したカーボン電

極製造工場の火災（死者１人）において、現地消防

本部の依頼により出火原因についての調査を行った。 

 平成 29年１月 18日に和歌山県で原油を貯蔵して

いる約 85,000kℓ 屋外タンクで、タンク内部から出火

した。発災当時はスラッジ除去作業を行っていると

ころであり、現地消防本部の依頼により出火原因に

ついて調査を行った。 

 平成 29年１月 22日に和歌山県で重質油からワッ

クスを取り除くプラントの一部から出火し近隣に避

難指示が出された火災で、消防庁長官に対する現地

消防本部からの依頼により原因調査を行った。 

 平成 29 年２月 16 日に埼玉県内の延べ床面積

72,000 ㎡の大型物流倉庫において火災が発生し、12

日間にわたり延焼し、45,000 ㎡が焼損したもの。こ

の火災について、消防庁長官自らの判断による火災

原因調査を行い、11日間延べ 127 人を投入して見分

に当たった。 

イ 火災原因調査及び危険物流出等の事故原因調査

の高度化に向けた取組 

 近年の火災・爆発事故は、グループホームや個室

ビデオ店のような新しい使用形態の施設での火災や、

ごみをリサイクルして燃料を製造する施設での火災、

あるいは、機器の洗浄を行うなどの非定常作業時の

火災、燃焼機器、自動車などの製品の火災など、複

雑・多様化している。また、石油類等を貯蔵し、取

り扱う危険物施設での危険物流出等の事故や火災発

生件数は増加傾向にあり、危険物施設の安全対策上

問題となっている。 

 このような火災・事故を詳細に調査し、原因を究

明することは、火災・事故の予防対策を考える上で

必要不可欠であり、そのためには、調査用資機材の

高度化や科学技術の高度利用が必要である。 

 このため消防研究センターでは、走査型電子顕微

鏡、デジタルマイクロスコープ、Ｘ線透過装置、ガ

スクロマトグラフ質量分析計、フーリエ変換型赤外

分光光度計、Ｘ線回折装置などの調査用の分析機器

をはじめとして、研究用の分析機器も含めて、観察

する試料や状況に応じて使用する機器を選択し、火

災や危険物流出等事故の原因調査を行っている。さ

らに、従来の研究や、調査から得られた知見を取り

入れ、更なる原因調査の高度化に向けた取り組みを

行っている。 

 また、消防法改正により、平成 25年４月から、消

防本部は火災の原因調査のため火災の原因であると

疑われる製品の製造業者等に対して資料提出等を命

ずることができることとなった。消防本部の依頼を

受け消防研究センターで実施する鑑識・鑑定では、

電気用品、燃焼機器、自動車などの製品に関するも

のが増えており、これらの火災原因調査に関する消
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防本部からの問合せにも随時対応しており、消防本

部の火災原因調査の支援のため、設備や体制の整備

を図っていくこととしている。 

消防研究センターでは、高度な分析機器を積載し

た機動鑑識車を整備しており、火災や危険物流出等

事故の現場で迅速に高度な調査活動が行えるように

するとともに、鑑識・鑑定の支援においても活用し

ている。 

 

（２）災害・事故への対応 

 消防研究センターでは、火災原因調査及び危険物

流出等の事故原因調査に加え、災害・事故における

消防活動において専門的知識が必要となった場合に

は、職員を現地に派遣し、必要に応じて助言を行う

など消防活動に対する技術的支援も行っている。ま

た、消防防災の施策や研究開発の実施・推進にとっ

て重要な災害・事故が発生した際にも、現地に職員

を派遣するなどして、被害調査や情報収集などを行

っている。 

 災害・事故における消防活動に対する技術的支援

としては、平成 29年５月に福岡県嘉麻市産業廃棄物

処理場火災において、職員を現地に派遣し、火災現

場を確認するなどして有効な消防活動に関する技術

的助言を行った。 

 研究開発に係る災害・事故の調査としては、平成

28 年 12 月に新潟県糸魚川市大規模火災において、

現地における延焼状況調査等を実施し、調査結果に

基づく分析を行い、市街地大火の際の消防戦術をよ

り効果的に行う方策の検討や、飛火火災と延焼シミ

ュレーションの研究開発にその結果を活用している。 

 

３．研究成果をより広く役立てるために 

 消防研究センターでは、研究開発によって得られ

た成果を、全国の消防職団員をはじめとする消防関

係者はもとより、より広く利活用されるように次の

活動を行っている。 

 

（１）一般公開 

 毎年４月の「科学技術週間」にあわせて、消防研

究センターの一般公開を実施している。平成 29年度

は４月 21日に実施した。 

 一般公開では、実験施設等の公開、展示や実演に

よる消防研究センターにおける研究開発等の紹介を

行っている。平成 29年度は、熊本地震等で活躍した

水陸両用バギーの実演をはじめ、合計 16（実演８、

展示８）の公開項目を設けた。 

 

（２）全国消防技術者会議 

 全国の消防の技術者が消防防災の科学技術に関す

る調査研究、技術開発等の成果を発表するとともに、

参加する他の発表者や聴講者と討論を行う場として、

昭和 28年から「全国消防技術者会議」を毎年開催し

ている。64回目となる平成 28年度の会議は、11月

16 日及び 17日の２日間、都内で開催した。 

 会議では、１日目に特別講演と「消防防災研究講

演会」を、２日目に研究発表会を開催する構成とし、

併せて「平成 28年度消防防災科学技術賞」の表彰式

及び受賞作品の発表を行った。 

 

（３）消防防災研究講演会 

 消防研究センターの研究成果の発表及び消防関係

者や消防防災分野の技術者や研究者との意見交換を

行うため、平成９年度から「消防防災研究講演会」

を開催している。この講演会では毎年特定のテーマ

を設けており、20 回目となる平成 28 年度の講演会

は「土砂災害・水害における消防活動」をテーマと

して、平成 28 年 11 月 16 日に全国消防技術者会議

の中で開催した。 

 

（４）調査技術会議 

 消防研究センターでは、消防本部が行った火災及

び危険物流出等事故に関する事故事例や、最新の調

査技術を互いに発表する「調査技術会議」を開催し

ている。この会議は、調査技術や行政反映方策に関

する情報を共有して、消防本部の火災調査及び危険

物流出等事故調査に関する実務能力を全国的に向上

させることを目的としており、会議で発表された調

査事例は、年度末に取りまとめて消防本部に配付し、

情報共有を図っている。この会議は、年間７回程度

開催している。平成 28年度は、東京、名古屋、富山、

仙台、札幌、大阪、福岡の７都市で開催し、火災事

例発表が計 34件、危険物流出等事故事例発表が計７

件行われた。 
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（５）消防防災科学技術賞（消防防災機器等の開発・

改良、消防防災科学論文及び原因調査事例報

告に関する表彰） 

 消防防災科学技術の高度化と消防防災活動の活性

化に寄与することを目的として、消防職団員や一般

の方による消防防災機器等の開発・改良及び消防防

災に関する研究成果のうち、特に優れたものを消防

庁長官が表彰する制度を平成９年度から実施してい

る。平成 21年度から、従来の募集に加えて、優秀な

原因調査事例についても表彰の対象として募集を行

っている。また、平成 26年度から制度名が、「消防

防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文及び原

因調査事例報告に関する表彰」から「消防防災科学

技術賞」へ変更された。 

 平成 28年度は 87作品の応募があり、選考委員会

による選考の結果、23編の受賞作品（優秀賞 21編、

奨励賞２編）が決定され、11 月 16 日の全国消防技

術者会議の中で、表彰式及び受賞者による受賞作品

の発表が行われた。 

 

（６）施設見学 

 消防研究センターでは、消防職団員や市町村の防

災担当者に限らず、小中高の児童・生徒や大学生、

自治会・防火協議会の構成員など、多くの方に実験

施設や研究成果を見学してもらっている。平成 28年

度は合計で 54件 1,758 人の見学があった。 

 

競争的資金における研究開発等 

 

消防庁では、平成 15年度に「消防防災科学技術研

究推進制度」（競争的資金制度）を創設して以来、研

究開発成果の実用化を進めるため制度の充実を図っ

てきた。 

平成 18 年度からは、PD（プログラムディレクタ

ー）、PO（プログラムオフィサー）を選任し、類似の

研究開発の有無等を含め、研究開発内容についての

審査を行うなど、実施体制を充実強化するように努

めてきた。公募に係る研究開発課題は、当初、消防

防災全般としていたが、「テーマ設定型研究開発」枠

の設定（平成 18 年度）、「現場ニーズ対応型研究開

発」枠の設定（平成 19年度）、消防機関等に所属す

る者の研究グループへの参画を義務化するなど、よ

り実用化に結びつく研究開発が実施されるよう、公

募方針を随時見直している。 

 

第 6-4 表 採択研究開発テーマの一覧 
（平成 29年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　・地域多機関連携を基盤とする放射線災害現場対応研修・訓練手法の開発

　・感温性自己発泡型無機素材を利用した新規消火剤の研究開発

　・ヘリコプター映像活用支援システム

　・より詳細な気象条件を反映する市街地火災の延焼シミュレーション技術の研究開発

　・スマートフォンアプリを活用したＡＥＤ運搬システムの導入と検証

　・運搬・消火支援を行う自律消防ロボットの開発

　・大規模林野火災におけるドローンとリアルタイムＧＩＳ活用による対応の効率化と安全性向上

　・ファーストエイドの標準教育プログラムと、大規模イベントでの応急救護体制確保の指針の研究開発

　・車椅子用避難器具の研究開発

平成29年度採択の新規研究開発課題（９件）

平成28年度採択の継続研究開発課題（７件）

　・有線Droneを利用した移動型火のみやぐらとＧ空間システム連携の研究

　・危険物屋外貯蔵タンクの津波・水害による滑動等対策工法の確立

　・緊急度判定プロトコルの精度の向上・現場での活用に関する研究

　・通報内容からの心停止および多数傷病者の察知と対応に関する研究

　・伝統的家屋等への飛び火延焼防止のための高粘度液体利用の消火方法の開発

　・木造共同住宅等の火災時における小屋裏の界壁を介した一酸化炭素の流動状況の解明

　・土砂災害現場での捜索救助活動等における２次災害防止を目的とした監視システムの研究開発
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第 6-5 表 応募件数、採択件数等の推移 
（各年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 消防庁まとめにより作成 

 

さらに、平成 26年度からは「科学技術イノベーシ

ョン総合戦略」等の政府戦略を踏まえた重点研究開

発目標を達成するための研究開発を募集する「重要

研究開発プログラム」を設定するなど、一層の実用

化に向けて本制度の充実を図っている。 

また、これらの研究開発の成果について、消防防

災科学技術研究開発事例集による成果報告やフォロ

ーアップの実施など、本制度により進められた研究

開発がより有効に活用されるよう努めている。 

平成 29年度の新規課題については、外部の学識経

験者等からなる「消防防災科学技術研究推進評価会」

の審議結果に基づき、政府方針や消防防災行政にお

ける重要施策等を踏まえ、９件を採択した。また、

平成 28 年度からの継続課題についても上記評価会

の評価審議結果に基づき７件を採択している（第

6−4 表、第 6−5 表）。本制度では、これまでに 126 件

の終了課題から数々の研究開発成果が得られ、消防

防災分野に有用な多くの知見や資機材等の社会実装、

施策への反映などその成果の活用が行われている。 

 

消防機関の研究等 

 

消防機関の研究部門等においては、消防防災の科

学技術に関する研究開発として主に消防防災資機材

等の開発・改良、消防隊員の安全対策に関する研究、

救急及び救助の研究、火災性状に関する研究など、

災害現場に密着した技術開発や応用研究を行うとと

もに、火災原因調査に係る原因究明のための研究（調

査、分析、試験等）、危険物に関する研究が行われて

いる。消防機関の研究部門等は個々に研究を行うだ

けではなく、東京消防庁をはじめ、札幌市消防局、

川崎市消防局、横浜市消防局、名古屋市消防局、京

都市消防局、大阪市消防局、神戸市消防局及び北九

州市消防局の９消防機関においては、毎年度「大都

市消防防災研究機関連絡会議」を開催するなど、消

防防災科学技術についての情報交換・意見交換等を

行っている（附属資料 6-1）。 

 

消防防災科学技術の研究の課題 

 

 消防庁における当面の重点研究開発目標を踏まえ、

消防防災科学技術の研究開発について、着実に成果

を達成するとともに、研究開発の成果について、技

術基準等の整備や消防車両・資機材の改良等、消防

防災の現場へ適時的確に反映していくことが、これ

まで以上に求められる。 

研究開発の推進に当たっては、消防防災科学技術

の必要性の増大、対象とする災害範囲の拡大を踏ま

え、消防研究センターはいうまでもなく、消防機関

の研究部門の充実強化が必要である。また、関係者

の連携については、関係府省、消防機関等行政間の

緊密な連携はもとより、大学、研究機関、企業等と

の連携も更に推進していくことが必要であり、そう

した連携の推進を図るためにも、消防防災科学技術

研究推進制度の、より一層の充実が必要である。 

 研究成果の利活用に当たっては、研究成果の公表、

具体的な活用事例等に関する情報共有化のより一層

の推進が必要であり、特に消防研究センターの情報

発信機能を、より強化することが重要である。 

 火災の原因調査や危険物流出等の事故原因調査に

当たっては、近年、製品に関連する火災をはじめ、

原因調査に高度な専門知識が必要とされる事例が増

加しており、製品の火災原因調査については、平成

24 年６月に消防機関の調査権限の強化を図る消防

法が改正されたことを踏まえ、科学技術を活用した

原因調査技術の高度化を更に図っていくことが必要

である。 

 

年　度 応募件数 採択件数 継続件数 予　算

平成15年度 131件 16件 ― 2.0億円

平成16年度  64件 12件 12件 3.0億円

平成17年度  75件 11件 18件 3.7億円

平成18年度  47件   9件 15件 3.5億円

平成19年度  38件   9件 17件 3.1億円

平成20年度  44件  13件 13件 2.9億円

平成21年度  65件  12件 13件 2.8億円

平成22年度  47件 　9件 19件 2.5億円

平成23年度  45件 　6件 10件 1.6億円

平成24年度  33件  12件  7件 2.1億円

平成25年度  28件   5件 13件 1.8億円

平成26年度  26件   4件 10件 1.5億円

平成27年度  22件   6件  6件 1.4億円

平成28年度  29件   9件  7件 1.3億円

平成29年度  32件   9件 7件 1.2億円




